
 

 

 

諸外国の動向調査 
国立特別支援教育総合研究所ジャーナル 第９号 2020年３月 

諸外国におけるインクルーシブ教育システムに関する動向  

インクルーシブ教育システム推進センター（国際担当）・特任研究員 

要旨：当研究所では，インクルーシブ教育システムに関わる施策や教育実践への示唆を得ることを目的とし

て国別調査班を編成している。今年度は，６ヶ国（アメリカ，イギリス，韓国，オーストラリア，スウェー

デン，フィンランド）を対象に，各国の学校教育システムや障害のある子どもに関わる教育施策や取組等に

ついて調査した。当研究所では，国別調査のより一層の深化を図るために，諸外国の教育事情に造詣の深い

大学教員等を特任研究員として委嘱し，当該国に関する詳細な情報収集を進めている。本稿では，令和元年

度国別調査の結果について報告した。 

見出し語：諸外国，インクルーシブ教育システム，障害のある子どもの教育，国別調査  

 

国立特別支援教育総合研究所（以下，当研究所）

では，我が国のインクルーシブ教育システムに関わ

る施策や教育実践への示唆を得ることを目的として，

諸外国の障害のある子どもをめぐる教育実践や教育

施策に関する動向等について調査している。 

本稿では，令和元年度国別調査の結果について報

告する。 

 

Ⅰ．国別調査班の編成 

 

現在，当研究所では，アメリカ班，イギリス班，

韓国班，オーストラリア班，フィンランド班，スウ

ェーデン班の６班を編成している。 

平成28年度から各国の情報を収集するために，諸

外国の教育事情に造詣の深い大学教員等を客員研究

員として委嘱し，今年度からは特任研究員と改め，

本調査の実施に協力いただいている（各国別調査班

の編成と担当者は，巻末に記載している）。 

 

Ⅱ．調査項目 

 

調査項目は，以下の13項目である。  

我が国では，新たな在留資格である「特定技能１

号」及び「特定技能２号」の創設（平成31年４月施

行）を踏まえ，平成30年12月25日に「外国人材の受

入れ・共生のための総合的対応策」（外国人材の受入

れ・共生に関する関係閣僚会議了承）が取りまとめ

られ，外国人の子どもの教育についても一層の充実

を図ることが求められている。これを受けて文部科

学省（2019）は，「外国人の子供の就学の促進及び就

学状況の把握等について」を通知し，その中で障害

のある外国人の子どもの就学先の決定について明記

している。こうした状況を踏まえて，今年度から新

たに「障害のある外国人の子どもの教育的処遇」を

調査項目に追加した。  

①学校教育に関する法令  

②近年の教育施策の動向  

③教育システム  

④通常の学校教育カリキュラムと特別支援教育カ

リキュラム  

⑤特別な教育・支援の対象となる子どもの分類  

⑥障害のある子どもの教育  

⑦障害のある子どもの就学  

⑧教員養成・免許制度  

⑨現職教員研修  

⑩障害や特別な教育的ニーズのある子どもの理解

啓発 

⑪通常の学級における障害や特別な教育的ニーズ

のある子どもへの指導体制  

⑫日本における「発達障害」にあたる子どもの教 

育的処遇  

⑬障害のある外国人の子どもの教育的処遇  
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Ⅲ．各国の動向 

１．学校教育に関する法令（障害のある子どもに関わる主要な法令を抜粋） 

アメリカ すべての生徒が成功するための教育法，障害者教育法（各州が義務教育法を整備）  

イギリス 特別な教育的ニーズ・障害法，子ども法，特別な教育的ニーズ（情報）法，平等法， 

アカデミー法，教育法，子ども・家族法  

韓国 教育基本法，幼児教育法及び幼児教育法施行令，初・中等教育法及び初・中等教育法施

行令，障害者等に関する特殊教育法，障害者等に関する特殊教育法施行令及び障害者等

に関する特殊教育法施行規則，特殊学校施設・設備基準令，障害者福祉法，障害者差別

禁止及び権利救済等に関する法律，障害者・高齢者・妊婦等の便宜増進保障に関する法

律，障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法，生涯教育法，生涯教育施行令及び

生涯教育施行令規則  

オーストラリア 障害者差別禁止法，教育における障害基準  

フィンランド 幼児教育法及び幼児教育に関する政令，基礎教育法及び基礎教育法施行規則，ルキオ法

及びルキオ法施行規則，職業教育法及び職業教育に関する政令  

スウェーデン 学校法，学校令，学校庁令  

 

２．近年の教育施策（主にインクルーシブ教育システムや特別支援教育に関する）の動向 

アメリカ 2015年に「すべての生徒が成功するための教育法」（Every Students Succeeds Act：ESSA）

が再認可された。この法律は，①経済的に不利な子ども，②人種・民族グループ，③障

害のある子ども，④英語学習者といった不利な立場に置かれた子ども達の教育格差を是

正し，教育の機会均等をめざしている。また，この法律では，障害のある子どもを初等

中等教育法の説明責任制度に組み込み，教育成果の向上を求めている。  

イギリス 2011年に教育省が発表した緑書を受けて2014年に「子ども・家族法」が制定され，特別

な教育的ニーズや障害のある子どもに関する新たな制度が導入された。具体的には，教

育・保健・福祉を一本化した計画（EHC プラン：Education, Health, Care Plan）が導入さ

れ，関係諸機関との連携が義務付けられた。また，2014年には，実施規則「特別な教育

的ニーズと障害の実施規則－出生から25歳まで－」が改変され，特別な教育的ニーズや

障害のある子どもが成人になるまで継続して支援を受けられることが示された。  

韓国 2018年より「第５次特殊教育発展５カ年計画」に着手した。近年の特殊教育における最

も大きな課題は，障害者の生涯教育（生涯学習）である。大学教育を受ける障害学生に

ついて，障害による差別をなくすために各大学に障害学生支援センターを設置し，障害

学生への支援を義務化した。また，障害のある成人のための生涯教育機関を支援するこ

とを通して，生涯教育に力を入れている。  

オーストラリア 1990年代から障害者差別を禁止する法や施策の整備が進められてきたが，各州でどのよ

うに障害者差別の是正が進められてきたのかについては，全国的な把握ができていない。

この状況を打開するために，オーストラリアでは，2013年から「全国統一情報収集プロ

グラム」を開始した。教育分野では，全国の義務教育段階の公立・私立のすべての学校

が実施している合理的調整や支援と，それらの水準が可視化されている。すべての学校

が，2015年からこの取組に参加している。  
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フィンランド 特別支援教育については，政治の場やメディア等で議論されることが増えてきており，

主に議論されているのは学習環境に関するものである。その背景には，「インクルーシブ

教育（フィンランドのメディアは，すべての子どもに対する支援の在り方を「一般支援

（特別な教育的ニーズが生じる前に，全ての子どもを対象にした予防的な支援）」，「強化

支援（一般支援で十分な習得がなされなかった場合に，ニーズのある子どもに対して行

われる支援）」，「特別支援（強化支援で十分な効果が得られない場合に行われる支援）」

の３段階にモデル化した2011年の改革を「インクルーシブ教育」と称している）の結果，

特別なニーズを必要とする子どもにとっても，彼らと共に学ぶ子どもにとっても，その

子どもを導く教員にとっても学習環境・教育環境が悪化しているとする見方が広がって

いる。このため，2011年の改革の効果検証が求められており，教育大臣も特別支援教育

の改革に着手する意向を示している。  

スウェーデン 増加する知的障害特別学校在籍子ども数への対応として，2009年にアスペルガー障害の

子どもは一般学校で支援する方針が明示された。2011年の基礎学校と知的障害特別学校

それぞれの学習指導要領  においても知的障害のない子どもは，一般学校で支援する方向

性が確認され，知的障害特別学校への就学は「権利」であることが強調された。この結

果として，知的障害特別学校在籍の子ども数は減少に転じたが，一般学校で不適応を示

す子どもへの対応策が必要になった。 

 

３．学校教育システム（学校教育の構造，義務教育期間） 

アメリカ 【学校教育の構造】保育学校，幼稚園，初等・小学校，ミドルスクール，下級ハイスク

ール，上級ハイスクール（下級・上級が併設している場合もある），４年制ハイスクール，

総合大学とそれ以外の４年制大学，２年制大学が設置されている。  

【義務教育期間】各州教育法によって規定されており，開始年齢や年限は州によって異

なる。 

イギリス 【学校教育の構造】イングランド，スコットランド，ウェールズ，北アイルランドで独

自の教育制度をとっている。イングランドでは，早期教育はナーサリー，保育学校ある

いは初等学校に設置されているレセプションと呼ばれる幼児学級で教育が行われる（３

歳から５歳）。初等学校は，一般に Year１（５歳）から Year６（11 歳 )まで，中等学校は

Year７（12 歳）から Year11（16 歳）までとなっている。大学進学を希望する生徒は， 

さらに２年間，Year12 （17 歳）から Year13 （18 歳）まで中等学校のシックスフォーム

またはカレッジで教育を受け，全国試験である A-level 試験に合格することで大学進学資

格を得ることができる。また，職業教育のための 16 歳から 19 歳までの継続教育カレッ

ジも設置されている。  

【義務教育期間】５～16 歳の 11 年間 

韓国 【学校教育の構造】幼稚園，初等学校，中学校，普通・職業高等学校，各大学が設置され

ている。  

【義務教育期間】初等教育から中等教育までの９年間の無償教育。特殊教育は幼稚園から

高等学校の15年間が無償教育期間となっている。  

オーストラリア 【学校教育の構造】幼稚園，保育所，初等教育は１〜６もしくは７年生まで、その後の中

等教育は７もしくは８〜12年生までである。中等教育は日本でいう中学校と高等学校を
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合わせた学校で提供される。  

【義務教育期間】各州で義務教育システムが異なる。  

フィンランド 【学校教育の構造】１年間の就学前教育，基礎学校で提供される９年間の基礎教育（初等・

前期中等教育），普通教育機関であるルキオもしくは職業教育機関である職業学校の基礎

職業資格課程において２～４年間提供される後期中等教育，大学及び専門大学で提供さ

れる高等教育から構成されている。初等教育及び前期中等教育段階の基礎学校，後期中

等教育段階の学校のうち普通教育機関であるルキオ，職業教育機関である職業学校，基

礎教育段階の教育を提供する特別支援学校，後期中等教育段階の教育を提供する特別支

援職業学校がある。  

【義務教育期間】就学前段階から９年生までであるが，任意で在籍可能な 10 年生も義務

教育に含まれる。特別な支援を必要とする児童・生徒については，義務教育期間を 11 年

まで延長することが可能である。  

スウェーデン 【学校教育の構造】就学前学校，就学前学級，基礎学校，高等学校，大学・大学院，サー

メ学校，国立特別学校，知的障害学校，高等知的障害学校  

【義務教育期間】基礎学校における９年間。2018年から就学前学級を義務化した。  

 

４．通常の学校教育カリキュラムと特別支援教育カリキュラム 

アメリカ 障害者教育法（Individuals with Disabilities Education Improvement Act，以下，IDEA）施

行規則は，「各々の公的機関は，特別教育及び関連サービスに対する障害のある子どもた

ちのニーズを満たすために，「代替の教育の場の連続体」が活用できることを保障しなけ

ればならない」と規定している。この「連続体」は，通常学級，特別な学級，特別な学

校における指導，在宅指導及び病院や施設における指導を含み，通常学級との連携によ

って提供される（リソースルームまたは巡回による指導のような）補足的サービスを備

えたものとされている。その上で，IDEA は「通常教育カリキュラムへのアクセス」を規

定し，「通常の学級における通常教育カリキュラムにアクセスすることを保障すること」

を求めている。 

イギリス 義務教育段階において全国的な教育課程の基準としてナショナルカリキュラムが定めら

れている。教育現場はこの基準のもと，自校の特性を考慮して教育課程を編成すること

になっている。ナショナルカリキュラムは，公立・公営の学校にのみ適用され，独立（私

立）学校には適用されず任意である。アカデミーやフリースクールは，ナショナルカリ

キュラムを遵守する義務はなく，ナショナルカリキュラムに定められている必修教科の

履修が義務付けられている。特別学校や特別受入施設では，ナショナルカリキュラムに

準じながら，子どもの病気や障害に応じた学習課題を教科の中で取り扱うといった柔軟

な対応がとられている。  

韓国 2015年に特殊教育の教育課程が改訂された。韓国では，特殊教育の対象者に適用する「特

殊教育課程」がある。この教育課程は，さらに以下の３つに分類される。  

①共通教育課程：初等学校と中学校の障害のある子どもを対象に，初等・中学校の教育

課程に準じて編成された教育課程  

②選択教育課程：高等学校の障害のある生徒を対象に，高等学校の教育課程に準じて編

成された教育課程  
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③基本教育課程：上記の教育課程を適用することが困難な子どもを対象に，障害種や障

害の程度を考慮し，学年の区分は行わず，その子どもの能力に基づいて該当する教科（国

語，算数・数学，社会，科学，実科・技術・家庭，体育，音楽，美術及び教育部長官が

認めた科目，特殊教育対象者の進路及び職業に関する教科）の水準を調整して編成され

た教育課程  

オーストラリア 各州の裁量により教育が行われており，シラバスは各州で策定されているが，2013年か

らナショナルカリキュラム（オーストラリアン・カリキュラム）が導入され，障害のあ

る子どもを含む多様性を包含したカリキュラムを編成することが求められている。教育

現場では，障害者差別禁止法や「教育における障害基準」を遵守し，各州策定のシラバ

スを基に，教育課程の実施において障害のある子どもに対しては，合理的調整がなされ

ている。オーストラリアでは，障害のある子どもが障害のない子どもと「同等であるこ

と」が目指されており，同等に教育の機会にアクセスできることが求められている。  

フィンランド 国レベルのカリキュラムの基準として，「全国教育課程基準」がある。就学前教育，基礎

教育（義務教育），後期中等教育（普通教育），後期中等教育（職業教育）という学校種

別・学校段階別に策定されている。国は，すべての自治体，さらに，私立学校を含むす

べての学校に対し，「全国教育課程基準」に則した教育を提供するよう求めている。各自

治体は，国の教育課程基準を踏まえ，地域の事情やニーズを反映させた地方カリキュラ

ムを編成し，より詳細な授業時数配分等を定める。  

スウェーデン 就学前学級，学童保育，基礎学校，高等学校の学習指導要領と知的障害基礎学校，知的

障害高等学校，聴覚障害・重複障害学校，サーメ学校の学習指導要領がある。特別な支

援が必要とされる子どもに対しては，学校長の判断により教育課程の内容や時間割が変

更され，評価においても特別な対応がなされる。義務教育段階の知的障害基礎学校には，

「知的障害基礎学校カリキュラム」と「訓練学校カリキュラム」がある。相対的に軽度の

知的障害のある子どもが就学する知的障害基礎学校では，基礎学校と同じ教科で個々の

子どもに合わせて柔軟に教育を行う。一方，相対的に重度の知的障害のある子どもが就

学する訓練学校では，教科を統合した５つの領域（芸術活動，コミュニケーション，運

動，日常活動，現実理解）に基づいて，個々のニーズに合わせて学習活動を構成できる。

基礎学校で知的障害基礎学校の教育課程を履修する場合は，基礎学校の教育内容を変更

せずに指導方法で対応する場合と知的障害基礎学校の教育内容を行う場合がある。 

 

５．特別な教育・支援の対象となる子どもの分類 

アメリカ IDEA は，3～21歳に対する特別教育のために①知的障害，②（聾を含む）聴覚障害，③

言語障害，④（盲を含む）視覚障害，⑤重度の情緒障害，⑥運動障害，⑦自閉症，⑧外

傷性脳損傷，⑨その他の健康障害，⑩特異性学習障害及び特別教育及び関連サービスを

要とする者を列挙している。なお，施行規則では上記10種に加え，⑪盲・聾重複と⑫重

複障害を追記するとともに，⑬聾が聴覚障害から独立して規定されている。施行規則で

は，13の障害カテゴリーが運用されている。各カテゴリーの定義は，施行規則に規定さ

れている。さらに，３歳から９歳については，州の適切な診断手続きを通して「発達遅

滞」の認定が適用できる。それは，身体的発達，認知的発達，コミュニケーション能力

の発達，社会・情緒的な発達ないし適応的発達に１つ以上に該当する場合となる。  
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イギリス 実施規則では，特別な教育的ニーズを「同年齢の他の児童生徒とは異なる支援，または，

特別な支援を必要とする学習困難や障害がある場合，特別な教育的ニーズがある」と定

義している。支援の対象とするニーズは４領域に分類されている。①コミュニケーショ

ン，意思疎通に関わるニーズ（アスペルガー症候群や自閉症を含むスピーチ，言語，コ

ミュニケーション上のニーズ），②認知や学習に関わるニーズ（中度及び重度の学習困難，

重度重複の学習困難，特定領域の学習困難(読字，書字，算数の学習障害等)，③社会性，

情緒面，メンタルヘルスに関わるニーズ（引きこもり，問題行動，精神疾患，自傷行為），

④感覚器官や身体に起因するニーズ（視覚障害，聴覚障害，重複障害，肢体不自由） 

韓国 韓国教育部は，「特殊教育対象者」として以下を示している。①視覚障害，②聴覚障害，

③知的障害，④肢体不自由，⑤情緒・行動障害，⑥自閉性障害（及びこれに関係する障

害），⑦コミュニケーション障害，⑧学習障害，⑨健康障害，⑩発達遅滞，⑪その他，大

統領令に定める障害 

オーストラリア 各州で教育制度が異なるために，特別支援教育の対象は統一されていない。ニューサウ

スウェールズ州教育省は，特別支援教育対象を教育省としての障害区分に該当する障害

と，学習上・行動上の困難（ディスレクシア，コミュニケーションの困難や ADHD 等）

のある子どもとしている。障害分類に該当する障害とは，言語障害，知的障害，肢体不

自由，聴覚障害，視覚障害，盲ろう，メンタルヘルス，自閉症である。 

フィンランド 一般支援（特別な教育的ニーズが生じる前に，全ての子どもを対象にした予防的な支援），

強化支援（一般支援で十分な習得がなされなかった場合に，ニーズのある子どもに対し

て行われる支援），特別支援（強化支援で十分な効果が得られない場合に行われる支援）

の３段階モデルに基づいている。特別支援教育に関わる統計では，「強化支援若しくは特

別支援を受けている子ども」が対象とされており，支援の内容（一次的な特別支援教育，

学習支援，介助・通訳支援，その他の支援），学習の場（完全に通常学級で授業を受けて

いる，51～99％通常学級で授業を受けている，21～50%通常学級で授業を受けている，1

～20%通常学級で授業を受けている，完全に特別支援学級で授業を受けている，完全に特

別支援学校で授業を受けている），教育内容（通常の教育課程に基づいて実施，１科目の

み個別シラバスに基づいて実施，２～３科目について個別シラバスに基づいて実施，４

科目以上を個別シラバスで実施，自立訓練）により分類されている。 

スウェーデン 特別な支援を受ける対象となる子どもの分類は，国立特別教育学校当局 SPSM によると，

聾もしくは難聴，盲聾や複合的視覚及び聴覚の機能障害，読字書字困難 /ディスレクシア，

精神神経疾患，算数困難，医学的機能障害，肢体不自由，言語障害，弱視，知的障害で

ある。 

 

６．障害のある子どもの教育 

アメリカ 2016年秋の全米（50州，DC，BIE schools を含む）における IDEA（パート B）の対象（6-21

歳）は5,937,828人であり，これは同年齢に占める割合の9.0%（前年度8.9%）にあたる。

2015年に，IDEA の対象とされた児童生徒の94.8%は通常の学級における教育を受ける機

会を得ていた。特に，同年齢の60%以上（63.1%, 前年度62.7%）が，「授業日の80%以上」

を通常の学級で教育を受けていた。その他，18.3%（前年度18.7%）が「授業日の40～79％

以上」の時間を通常の学級で過ごし，通常の学級で過ごす時間が「授業日の40％以下」

が13.4%（前年度13.5％）みられた。5.1%（前年度5.2%）が「その他の環境」（特別な学

校，寄宿学校，家庭・病院，矯正施設を含む）に措置され，通常の学級以外の場で教育
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を受けていた。 

イギリス 保育学級（学校），初等学校，中等学校等，特別学校がある。イギリスでは，これらの学

校の設置形態として，公立・公営学校，公費の補助を受けない独立（私立）学校，アカ

デミー（地方当局の管轄から独立した公立学校で中央政府から直接，資金を受ける），フ

リースクール等がある。イギリスには，初等学校や中等学校等に特別学級は設置されて

いないが，学校によっては障害特性や特別な教育的ニーズに配慮して，別途，「ユニット」

（SEN ユニット）を設けている場合がある。また，健康上の理由や行動上の問題等により

学校に通学することが困難で，指導において特別な配慮を要する子どもが通うための「特

別受入施設」がある。  

韓国 特殊教育は，幼稚園から高等学校までの15年間が義務教育であり，就学前（満３歳）か

ら特殊学校高等部（専攻科）まで無償教育期間となっている。障害のある子どもの学び

の場としては，「通常の学級」「特殊学級」「特殊学校」「特殊教育支援センター」「巡回教

育」「院内学校」がある。  

オーストラリア 各州の裁量によって教育が行われているため，全国的に統一された障害のある子どもの

教育の仕組みはない。例えば，ニューサウスウェールズ州には，障害のある子どもの学

びの場として「特別学校」「特別学級」がある。特別学校は，障害種に対応して設置され

ている。これらの他に「病院学校」「５年生以上を対象とした行動障害に特化したセンタ

ー」「停学中の子どもの学校復帰を支援するためのセンター」がある。 

フィンランド 障害等の特別な教育的ニーズのある子どもの学びの場は，通常の学級，特別支援学級，

特別支援学校がある。特別な支援を提供している教育機関としては，①一般学校（一般

教育において特別な支援を受けている子ども），②公立の特別支援学校，③全国６カ所に

設置されている国立の特別支援学校であるヴァルテリ学校，④私立の特別支援学校，⑤

社会福祉サービスである特別ケアと連携して運営されている公立・私立（財団）の特別

支援学校（エルメリ学校），⑥国立のスクールホーム（矯正教育施設），⑦私立のスクー

ルホーム，⑧院内学級がある。  

スウェーデン 基礎学校と（高等）知的障害学校等がある。スウェーデンには特別学級が設置されてお

らず，基礎学校内で柔軟な学習集団を編成することが可能となっている。近年，スウェ

ーデンでは，知的障害のある子どもが基礎学校で授業を受け，知的障害基礎学校の教育

課程を履修している。  

 

７．障害のある子どもの就学 

アメリカ 障害のある子どもの就学に関する一連の手続き，保護者の関与については，IEP の策定過

程から理解できる。例えば，①「支援の要請」として，親が学校区との関係を開始し，

子どもが学校で困難を感じている可能性を示す初期的な兆候があれば，親と学校が協調

的に対応する，②「評価の要請」を行う（学校区は，多くの児童に関する評価の経験に

基づき，評価のための準備を進める），③「評価」を実施する（子どもが特別教育サービ

スを要するか否かについて学校区が判定する）。この評価により，必要となる特別教育サ

ービスの種類を特定し，また通常の学級で学習することが可能であるかの確認を行う。

親も評価チームの一員として，評価手続きに参加する。④学習目標の設定等「IEP の作成」

を行う。⑤子どもの IEP が適切であるかを判断・調整する「年次評価」を行う。子ども
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は３年毎に⑥「再評価」を受け，学習能力に重要な変化があるかどうかを確認される。

この「再評価」によって，受けている支援やサービスが適切なものかどうかを保護者と

学校区の双方が共有し，適切に対処できるようにする。なお，⑦「中立的教育評価」が

保障されており，学校区による評価に疑義がある場合，親が学校区の職員以外の有資格

専門家による評価を手配できる。  

イギリス EHC プランがある場合とない場合によって就学の手続きが若干異なる。EHC プランがあ

る場合は，親の意向または他の子どもへの効果的な教育の提供と矛盾しない限りは，初

等学校または中等学校で教育される。その場合には，地方教育当局が保護者の意見聴取

（特定の公立学校か，私立学校か，特段希望がない等）を行い，それを受けて学校の提

案を行い，判定書の学校欄に学校名を記入する。一方，EHC プランがない場合は，初等

学校または中等学校で教育され，入学手続きも同様である。2015 年からは，不服を訴え

る前に，地方行政局との間で合意形成を図るプロセスが明確化され，お互いの代理人を

立てた上で話し合いを進める手続きがとられている。  

韓国 スクリーニング検査結果に基づき，保護者より特殊教育対象者としての認定を求められ

た場合，教育長または教育監は，直ちに特殊教育支援センターに診断と評価の依頼を行

う。教育長または教育監は，特殊教育支援センターの診断・評価結果に基づき，選定を

行う。ただし，高等学校課程は，教育監が市道特殊教育運営委員会の審査を経て選定し，

中学校課程以下の各学校は，教育長が市郡区の特殊教育運営委員会の審査を経て選定す

る。教育長または教育監は，特殊教育支援センターより最終意見を受け取ってから２週

間以内に，特殊教育対象者としての選定結果及び提供する教育支援の内容を決定し，保

護者に書面にて通知する。 

オーストラリア 「教育における障害基準」では，教育機関は障害のある子どもを差別することなく，障

害のない子どもと同等に就学までの合理的なステップを提供せねばならないとしてい

る。教育機関は，障害のある子ども本人や保護者等の関係者と障害が就学・修学に与え

る影響について話し合い，障害のある子どもが就学先を選択・申請する際に必要な調整

内容を決定しなければならない。 

フィンランド 学校の決定については，学校設置者が学校の近接性，子どもの母語等を考慮して行う（基

礎教育法第６条）。特別支援の開始・継続・終了の決定は，学校設置者が行い，行政法に

基づき書面で通知する。ただし，「特別支援」に関する意思決定を行う場合は，いかなる

場合においても本人と保護者に相談しなくてはならないことが基礎教育法第 17 条に定め

られている。特別支援に関する意思決定では，本人と保護者に相談しなくてはならない

と定められているが，彼らは基礎教育法に基づく支援を受けることを拒否することはで

きない。 

スウェーデン 就学に関しては指導ではなく「検討会」として，事前の情報提供のもと就学先の提案を

行うために専門家が関わる。就修学の際の検討会によって意見が一致しない場合は，選

択肢が示され，保護者が就学先を選択することとなる。合意形成の仕組みづくりとして

は，選択肢の提示や提案に対する保護者の見解表明，修学状況のテストや専門家評価に

よる客観的把握を基本として，随時協議が行われる。協議が難航した場合は本人・保護

者は，学校制度不服申し立て当局やオンブズマンに訴えることもできる。  
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８．教員養成・免許制度 

アメリカ 各州によって教員養成・免許制度が異なる。通常教育教員の免許要件に障害のある子ど

もの指導内容を含む州の増加がみられる。  

イギリス 教員養成課程は，主に大学主導型と学校主導型がある。教員養成課程の中に，障害や特

別な教育的ニーズのある子どもについて学ぶ機会が含まれているが，時間数や単位数な

どの詳細は不明である。１年間のコースの大部分は，実習と教科指導の実践的な課題研

究などに重点が置かれている。特別学校で教えるための特別な教員免許状はないが，大

学等が現職教員を対象として特定の障害（例えば聴覚障害）に関する専門分野の資格や

修士の学位を取得できるコースを開講している。 

韓国 特殊教育教師免許は，特殊教育教員養成大学を卒業する場合または，通常教育教師免許

を有し，教育大学院又は教育部長官が指定する大学院において特殊教育を専攻した場合

に付与される。 

オーストラリア 教員養成は各州が管轄しているが，専門性を確保するための全国的な基準が設けられて

いる。特別支援教育の場に特化した教員養成は求められていない。しかし，アボリジニ・

トレース海峡諸島民の教育，リテラシーとニューメラシー，学級運営，ICT，英語を第１

言語としない子どもへの指導に加えて，特別支援教育について学ぶことは義務とされて

いる。また，実習では特別支援教育のニーズを含め，あらゆるニーズに対応できるよう

な学びが求められている。  

フィンランド 特別支援教育教員になるためには，①特別支援教員養成課程において修士号を取得する，

もしくは，②修士号若しくは学級担当教員の資格を取得し，特別支援教員養成コース（60

単位相当）を履修する２つの方法がある。  

スウェーデン 特別ニーズ教育にかかわる専門教員は「特別教員」と「特別教育家」の２種類がある。

特別教員教育は 90 単位である。特別教員教育プログラムは，教員養成課程修了後，少な

くとも３年の実務経験のある教員のための養成課程である。特別教育家教育は，教員養

成課程修了後，少なくとも３年の実務経験のある教員／教育家のための養成課程である。 

 

９．現職教員研修 

アメリカ アメリカでは，子どもの学力向上に良い影響を与える効果的な教員（effective teachers）

の育成がめざされている。例えば、ミネソタ州では，2018年７月から専門性に基づく４

段階の免許制度に移行し，それぞれの段階に応じた研修が求められている。また，ミネ

ソタ州には，学習・行動ストラテジスト（Academic and Behavioral Strategist）という障害

横断型の「クロスカテゴリカル」免許がある。この免許を取得している現職教員は，大

学院レベルのカリキュラムの中で再教育を受け，必要単位数を習得し，免許を上進・更

新している。パラプロフェッショナルも含め，免許要件を満たすことで免許を維持する

ための研修が主である。  

イギリス 新任教員への一年間の研修期間中のトレーニングに加えて，現職教員のための校内研修

や校外研修が行われている。特別学校が，地域の初等・中等学校や保護者の相談窓口と

なり，研修を行う場合がある。 

韓国 資質と専門性向上のための研修が，国立特殊教育院，市道教育庁（傘下機関である市道

の教育研修院を含む）及び大学附設教育研修院で実施される。また，国立特殊教育院が，
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出席研修及び遠隔研修により特殊教師資格研修（幼・初等・副専攻科目），職務研修，海

外研修，その他の研修を実施している。さらに，市道教育庁及び大学附設教育研修院が，

特殊教師資格研修（初・中等）と職務研修を実施している。 

オーストラリア 特別支援教育に関わる研修は，同国全土で「教育における障害基準」に関する研修が実

施されている。ニューサウスウェールズ州では，これ加えて同州教育基準局が認定した

オンラインによる講座（「自閉症スペクトラムの理解」「行動支援の理解」「運動協調性の

困難）」「言語コミュニケーションにニーズのある学習者のインクルージョン」「ディスレ

クシアと読み困難の理解」「難聴の理解」「個別の学習支援の理解」）が開講されている。 

フィンランド 教員研修制度は極めて緩やかなものである。研修自体は制度化されているものの，必ず

しも体系的なものとして整備されているわけではない。現状において教員に求められて

いるのは，基礎学校及びルキオの教員（初等・中等教育の普通教育教員）の場合は年３

日（基礎学校段階の特別支援教員もこれに準じる），職業学校の教員の場合は年５日の研

修の受講である。ただし，受講しなかった場合の罰則規定等はない。 

スウェーデン 特別支援教育に関しては，必要に応じて提供される研修コースや活動に参加する方法，

研修に参加できない場合は遠隔研修がある。また，学校庁や大学の研修を受ける方法が

ある。 

 

10．障害や特別な教育的ニーズのある子どもの理解啓発 

アメリカ 例えば，小学生に肢体不自由や聴覚障害，視覚障害，学習障害についての理解を促すプ

ログラム（「障害シミュレーションプログラム」）が開発されている。このプログラムは，

子ども達が障害のある人が経験する困難さについて話し合い，考えることを通じて，障

害に対する理解を促す。教育現場では，例えば，１つの教室の中で特定の学習活動が，

個々の子どもの学び方に合った内容で複数展開されている。こうした日常の学習環境は，

障害のない子どもが障害や特別な教育的ニーズのある子どものこと，個々に応じた学び

方について自然に理解する機会になっている。  

イギリス 毎年11月に BBC（イギリス放送協会）が「Children in Need（ニーズの中の子ども達）」と

いうチャリティ番組を企画・運営している。このイベントは，障害や病気，貧困層等を

含む「すべての子ども達」が，「安全に，楽しく，健康的に過ごし，保護される」ことを

支援するために行われている。イベント期間中は，学校（特別学校を含む）や地域で募

金活動や様々なイベントが開催される。イギリスでは，初等段階では「人格形成・社会

性，健康及び経済教育（PSHE）」，また，中等段階で必修となっている「市民教育」とい

った教科横断的な教育活動の時間に多様性についての理解や人権，他者理解等について

学んでいる。  

韓国 国民に対して障害や障害者に対する認識を改善することを目的に，障害共感文化を拡散

し，多様性を尊重する文化を作ることを目指している。教育現場では，幼稚園，初等学

校，中学校，高等学校の子ども達に対して年２回以上，障害理解教育を行うことが義務

付けられている。障害のある子どもの人権保護の強化を目的として，人権侵害を予防す

るための研修や広報を行ったり，障害のない子どもや教員を対象に障害のある子どもの

人権教育を年２回実施したりしています。こうした人権教育は，特殊学校や特殊学級の

子どもにも年２回以上実施されている。  
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オーストラリア 多様性を包含した社会を目指す人権教育の一環として理解啓発が位置付けられている。

連邦議会によって設置されたオーストラリア人権委員会は，人権教育の推進に取り組ん

でいる。オーストラリアン・カリキュラムで人権の理解に関しては，「人文科学と社会科

学（社会科に該当する学習領域）」で，障害に関しては「保健・体育」で扱われている。

人権委員会が作成に携わった障害に関する教材としては，「保健・体育」については「ス

ポーツにおける障害者差別」と「障害者の権利：インクルージョンとスポーツ」がある。

また，「人文科学と社会科学（中等教育段階からの歴史や地理等を含む）」の教材では，「障

害者の権利，アクセス，住みやすさ」がある。  

フィンランド 「人権」は，フィンランドの教育において予てより重視されてきたトピックであるが，

それは，新しい「全国教育課程基準」においても変わりはない。人権センターが，2012

年に実施した調査をもとに，フィンランドにおける人権教育の現状についてまとめた報

告書の中で，理念は法令や教育課程基準に示されているが，実施を保障する内容となっ

ていないことを，インクルージョンの実施が十分でないことやいじめや差別等子どもを

めぐる人権の現状と併せて指摘している。  

スウェーデン 障害理解教育のための特別な時間はないが，必要に応じて障害について学ぶ週間を設け

ている。スウェーデンでは，障害者の権利に関する条約に批准する前から，性別や民族，

宗教等とともに障害による差別の禁止を人権の観点から議論している。学校現場では，

こうした議論を踏まえて，「平等」を実現・保障するための具体的な計画を作成すること

が求められている。  

 

11．通常の学級における障害や特別な教育的ニーズのある子どもへの指導体制 

アメリカ IDEA に基づき，障害のある子どもに対して高い専門性を有する多様な特別教育に関連す

るサービス職員（カウンセラー，ソーシャルワーカー，言語聴覚士，言語病理士，作業

療法士，理学療法士，歩行訓練専門職，体育教師及びレクレーション専門職，医療的看

護サービス職員，通訳者等）と連携し，障害のある子どもへの支援を行っている。アメ

リカでは，IDEA に規定する障害と認定されなくても教育的な困難に直面している子ども

には，より広範に「リハビリテーション法504条項」が適用される。504条項の下で支援

資格が認定されると，組織的な支援が行われる。 

イギリス 特別な教育的ニーズや障害のある子どもの教科指導を補完するために，ティーチング・

アシスタントが配置されている。ティーチング・アシスタントと教師の役割を明確にす

るために，ティーチング・アシスタントの「行動規範」が作成されている。この規範に

は，ティーチング・アシスタントは，「学習進度が遅い子どもを指導するための教師の代

行ではないこと」，「教師と連携して，自身が十分な役割を果たしているかを確認するこ

と」，「ティーチング・アシスタントが支援を行う場合には，計画的かつ根拠に基づくこ

と」，「子どもがティーチング・アシスタントから学ぶことは，教師から学んだことを補

完するものであること」等が示されている。  

韓国 特殊学級担任が通常の学級（統合学級）の授業に①通常の学級担任と対等な役割で参加

したり，②通常の学級担任が主に授業を担当して，特殊学級担任が補助的な役割を担っ

たり，③特殊学級担任が主に授業を担当し，通常の学級担任が補助的な役割を担うとい

った形で協力体制を組んで指導にあたっている。また，支援員が担当教員の指示を受け
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て，特殊教育の対象である子どもの教育活動の補助，身辺処理，給食や校外学習等の活

動、登下校活動等の補助を行っている。  

オーストラリア ニューサウスウェールズ州では、通常の学級内での支援の対象は必ずしも診断を必要と

はしないが、「学習困難、軽度の知的障害、言語障害、行動障害、自閉スペクトラム症、

精神疾患」が主な対象である。自閉スペクトラム症と精神疾患は、支援の程度が軽度の

者とされている。一方、障害の程度が重くニーズが複雑な場合、診断があれば教員補助

の雇用等の助成制度の対象となる。彼らを対象に、学習支援チームの検討をもって特別

な支援を専門とする学習支援教員と教員補助員の配置を行う。学習支援教員や教員補助

といったリソースの配分は，近隣の学校で共有する形でニーズを要する子どもの数等を

踏まえて割り当てが検討される。  

フィンランド 以下の４つが伝統的に行われており，現在の支援の基盤になっている。①子どもの学習

に責任をもつ「教員（例えば，担任や各教科担当等）による支援」，②「学習支援員によ

る支援」，③「特別支援教員による支援」，④「学内外の関係者から構成される支援グル

ープによる支援」  

スウェーデン チーム・ティーチングに関しては，基礎学校の低学年においては通常の学級の教員とと

もに余暇教員との連携がある。また，基礎学校においてインクルーシブ教育システムを

推進するために，特別教員や特別教育家が雇用されている場合がある。不適応を示して

いる子どもを支援するために「フレックスグループ」を設置している基礎学校がある。

フレックスグループとは，障害の有無に関わらず学校に適応できない子どもに対して支

援を行う指導の場の１つである。ここでは，原則，通常の学級と同様の指導内容を学習

するとしながら，子どもに合わせた学習活動を保障している。フレックスグループは，

通常教員と特別教員の２名が運営に携わることを基本としているが，学校によっては例

えば，算数教育の専門教員や自閉症教育の専門教員等が複数配置されている場合がある。 

 

12．日本における「発達障害」にあたる子どもの教育的処遇 

アメリカ 障害が疑われないものの学校で学習面や行動・社会性面において何らかの問題を抱えて

いる子ども（例えば，英語を母語としない子ども等）に対しては，504条項プランではな

く「通常の教育介入（regular education intervention）」が採用される。具体的には，「ビル

ディング・チーム（building team）」と呼ばれるチームを構成して，通常の学級担任に対

して指導に関する助言を行ったり，通常の学級で学習面等に問題を抱える子どもに対す

る手立てを検討したりする。  

イギリス 一般学級（mainstream class）で学ぶ特別な教育的ニーズのある子どもは，地方当局から

付加的な予算援助を受けることができる。初等学校や中等学校では，特定の SEN のタイ

プの子どもが安心して過ごせる場所を保障するために，また，落ち着いて学習に臨める

ようにするために「SEN unit」が提供される。いずれも，原則，EHC プランを有する子

どもが対象となる。一般学級で学ぶ特別な教育的ニーズのある子どもや障害のある子ど

もに対しては，「SEN サポート」が提供される。SEN サポートでは，担任が SEN コーデ

ィネーターや外部専門家の助言を受けて保護者とともに個別教育計画を作成し，それに

基づいて個々に必要な教材や教具（例えば，パソコンやタブレット等）が準備される。 

韓国 2019年６月に，「基礎学力保障法」が議決された。この法律では，初等学校１年生から高
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等学校１年生の全ての子どもを対象に，国語，算数・数学，英語，社会，理科の基礎学

力診断テストを実施し，段階的に学習支援を行うことをめざしている。本議決に関わっ

て，韓国教育部は「幸せな出発のための基礎学力の支援の充実のための方策案」におい

て，学習支援の程度による補充指導の例を示した。この方策案には，円滑な学級運営の

ために教員免許状を有する者，退職教員等を支援員として積極的に配置していくことが

示されている。特に，小学校低学年の子ども，ADHD や自閉スペクトラム症等の情緒面

や行動面に関わるニーズのある子ども等に優先的に配置することが示されている。  

オーストラリア リテラシー，ニューメラシー，言語，行動において軽度の付加的な支援を要する子ども

には，学習支援教員が支援にあたる。ニューサウスウェールズ州教育省は，子どものプ

ロフィールから個別の学習支援計画を立てるためのツール（Personalized Learning and 

Signposting Tool：PLASST）を開発した。これは，教員がウェブサイト上で質問に答えな

がら子どものプロフィールを作成し，彼らのニーズや必要と思われる調整や支援を検討

できるツールである。PLASST は特別支援学校や特別支援学級の子どもが対象だが，幅広

いニーズに対応すべく開発されたツールであり，通常の学級に在籍する発達障害のある

子どもへの教育にも貢献している。 

フィンランド 通常の学級での学習を基盤としつつも，学習において少人数の環境の方が望ましいと判

断された子どもに対しては，少人数グループを編成して指導を行っている。これは，と

りわけ言語系の科目や算数・数学等，基礎的なスキルに関連する科目で多く見られる。  

スウェーデン 基礎学校に在籍する ADHD や知的障害を伴わない自閉症のある子どもに対しては，「対

応プログラム」が作成され，個別指導の保障，特別な教育集団の編成，補償教育等が行

われている。「対応プログラム」が作成されている子どもには，特別な時間割が編成され

たり，特別な学習の場が補償されたりする。また，カスタムソフトウェアを搭載したデ

ジタル機器や追加教材が提供されている。  

 

13．障害のある外国人の子どもの教育的処遇 

アメリカ 多民族国家であるため，英語を母国語としない障害のある子どもに対する適切な対応が

求められている。IDEA 施行規則は，英語の使用に制限のある保護者への通知を母国語で

行うことが認められている。保護者は，理解可能な言語で情報を受け取る権利を有して

いる。また，個別教育計画（IEP）の策定・改定にあたっても，英語を母国語としない子

供に対し適切な評価が求められている。 

イギリス 実施規則には，英語を第一言語としない子供の特別な教育的ニーズを同定して，彼らに

対して地域資源について助言を行ったり関係機関と連携したりすることの必要性が示さ

れている。英語を母語としない子どもに SEN の可能性があるがどうかのアセスメントを

経て，SEN の可能性のある英語以外を母語とする子どもに対しては，IEP を作成して必

要な対応がなされる。 

韓国 在留資格が確認され，住民登録された場合，韓国の障害教育支援を差別なく同様に受け

ることができる。障害者の診断・配置の手続きの際，韓国語が不自由で困難がある場合，

通訳者の支援を申請することができる。 

オーストラリア ニューサウスウェールズ州では，以前から英語を第１言語としないことに加え，学習困

難や障害がある場合についても認識されてきた。その場合，言語使用に関わる実態を広
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く把握することや，子どもの第１言語の獲得状況を丁寧に把握すること等が求められて

いる。英語を第１言語としない児童生徒へのプログラムの一般として，言語療法の専門

家を雇用する，バイリンガルの教員補助を雇用する等といったことも行われている。  

フィンランド 国際的背景のある子ども全般に対して，基礎教育（初等・前期中等教育）段階では，通

常の学校で学習することが難しい移民子弟すべてに，１年間の準備教育を提供している。

その間，子どもは，フィンランド語若しくはスウェーデン語といくつかの教科を学ぶ。

母語がフィンランド語・スウェーデン語ではない場合，自治体は第二言語としてのフィ

ンランド語・スウェーデン語を学ぶ機会を提供する。また，母語を学習する機会も保証

している。  

スウェーデン 障害の判定は，スウェーデンの学校開始時の子どもの能力が明確ではない場合，就学２

ヶ月以内に校長の責任で子どもの能力評価を実施するため，その際に能力が十分でない

とみなされた場合は，困難性や障害への対応が行われる。教育環境の整備等として，ス

ウェーデン語や通常教育の就学準備が十分ではないと判断された場合は，校長の責任で

準備学級が設置される。学習時間の分割は個に適応した時間割として本人・保護者の同

意のもとで実施される。個に適応した時間割の内容としてはスウェーデン語の強化のみ

ならず，母語教育も保障される。  
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付記 
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システム推進センター（国際担当）が概要をまとめ

たものである。令和元年度の国別調査班の担当者（敬

称略）は，以下のとおりである。 
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当）：星祐子，柳澤亜希子，李熙馥，涌井恵，生駒
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フィンランド班：渡邊あや（特任研究員・津田塾大
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 今年度の国別調査の内容については，小冊子「諸

外国におけるインクルーシブ教育システムに関する

動向－令和元年度国別調査から－」にまとめ，刊行
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international 
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